
　■口座振替・キャッシュレス決済や納付書で住民税を納めている場合(自営業の方など）
　 ※給与特別徴収と普通徴収の併用等の方は下記の納税通知書をご確認ください

　□区役所からご自宅に送付される納税通知書（毎年6月頃に発送）

　■給与から天引きで住民税を納めている場合（会社員・公務員など）

　□会社から配布される特別徴収税額の決定通知書（毎年5月頃に発送）

　区民税所得割額の確認方法

◎『特別区』の中の『所得割額』
の欄をご確認ください

  ◎『区民税』の中の『差引所得割額』
の欄をご確認ください

　※保護者の方全員の区民税所得割額の合計になりますのでご注意ください。
　※認可保育園保育料は、調整控除以外の税額控除前所得割額を元に算定します。
　　住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、配当控除等がある場合には、
   　その控除額を上記で確認した区民税所得割額に合算してください。
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